
 

 

 

議会運営委員会次第 

 

日 時 令和７年２月１８日（火） 

午前１０時開議 

場 所 第３・４委員会室 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）令和７年第１回定例会の運営について 

  ア 会期の決定について 

  イ 議案の取り扱いについて  

  （ア）議案第１号及び議案第２号 

  （イ）議案第３号 

  （ウ）議案第４号から議案第３１号 

  ウ 議事日程について 

  エ 予算審査特別委員会の設置について 

  オ 一般質問通告書について 

  カ 陳情について 

  キ 追加議案の取り扱いについて 

  ク 意見書の取り扱いについて 

  ケ 軽装勤務について 

 

（２）本会議・委員会における写真撮影等について 

 

（３）議会広報広聴特別委員会の委員構成のあり方について 

 

（４）その他 

 

３ 閉会 

 



令和７年　　月    日提出

月　日 曜日 内　　　　　　　容 月　日 曜日 内　　　　　　　容

２月  本会議午前１０時開議 ４日 火 　　休　会（教育福祉常任委員会）

 １　会議録署名議員の指名 ５日 水 　　休　会（市民経済常任委員会）

 ２　会期の決定 ６日 木 　　休　会（都市建設常任委員会）

２０日 木  ３　議案第１号から議案第３１号 ７日 金 　　休　会（総務常任委員会）

　　 報告第１号 ８日 土

  （議案上程・提案理由説明及び報告) ９日 日

 ４　議案第１号及び議案第２号 １０日 月 　　休　会（予算審査特別委員会）

  （質疑・委員会付託) １１日 火 　　休　会（予算審査特別委員会）

 ５　休会の件 １２日 水 　　休　会（予算審査特別委員会）

２１日 金 １３日 木 　　休　会（議案研究）

２２日 土 １４日 金 　　休　会（予算審査特別委員会）

２３日 日 １５日 土

２４日 月 １６日 日

２５日 火 １７日 月

 本会議午前１０時開議 １８日 火

 １　市政に関する一般質問 １９日 水 　　休　会（※予算審査特別委員会）

 本会議午前１０時開議 ２０日 木

 １　市政に関する一般質問 ２１日 金

 本会議午前１０時開議 ２２日 土

 １　市政に関する一般質問 ２３日 日

３月  本会議午後１時開議

１日 土  １　議案

２日 日   （委員長報告・質疑・討論・採決）

 本会議午前１０時開議 ２４日 月  ２　議案・陳情

 １　市政に関する一般質問   （委員長報告・質疑・討論・採決）

 ２　追加議案上程  ３　追加議案上程

 ３　議案第 ３号   （提案理由説明・採決）

  　（質疑･特別委員会設置･委員会付託･委員の選任）  ４　発議上程

 ４　議案第４号から議案第３１号、追加議案   （提案理由説明・質疑・討論・採決）

  （質疑・委員会付託）  ５　所管事務の継続調査について

 ５　陳情の件

  （委員会付託）

 ６　休会の件

　　休　会（議案研究）

金２８日

　　休　会（議案研究）

　　休　会（総合調整）

　　休　会（総合調整）

月３日

　　（注）※は議会内による指摘要望事項協議日

　　令和７年流山市議会第１回定例会会期日程表（案）

２６日 水

　　休　会（議案研究）

２７日 木

iwamura2317
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令和７年流山市議会第１回定例会議案付託表  

 

令和７年２月２０日提出  

付託委員会名  議案番号  件          名  

総 務  

委 員 会  

議 案 第 １ 号 

専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和６年度流山市一般会計補

正予算（第７号））  

議 案 第 ２ 号 
令和６年度流山市一般会計補正予

算（第８号）  
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令和７年流山市議会第１回定例会議案付託表  

 

                     令和７年  月  日提出  

付託委員会名  議案番号  件          名  

予 算 審 査 

特 別 委 員 会 
議 案 第 ３ 号 令和７年度流山市一般会計予算  
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令和７年流山市議会第１回定例会議案付託表  

 

令和７年  月  日提出  

付託委員会名  議案番号  件          名  

総 務  

委 員 会  

議案第  ４  号  
令和６年度流山市一般会計補正予算
（第９号）  

議案第  ５  号  
流山市附属機関に関する条例の一部を
改正する条例の制定について  

議案第  ６  号  

行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律の
改正に伴う関係条例の整理に関する条
例の制定について  

議案第  ７  号  
刑法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係条例の整理に関する条例の制
定について  

議案第  ８  号  
流山市職員の給与に関する条例等の一
部を改正する条例の制定について  

議案第  ９  号  
流山市職員の育児休業等に関する条例
の一部を改正する条例の制定について  

議案第１０号  
職員の勤務時間、休暇等に関する条例
の一部を改正する条例の制定について  

議案第１１号  
流山市手数料条例の一部を改正する条
例の制定について  

議案第１２号  
特定事業契約の変更について（小山小
学校校舎建設等ＰＦＩ事業）  

教 育 福 祉 

委  員  会  

議案第１３号  
令和７年度流山市介護保険特別会計予
算  

議案第１４号  
令和６年度流山市介護保険特別会計補
正予算（第３号）  

議案第１５号  
流山市福祉会館の設置及び管理に関す
る条例の一部を改正する条例の制定に
ついて  

議案第１６号  
流山市地域支え合い活動推進条例の一
部を改正する条例の制定について  

議案第１７号  

流山市地域包括支援センターの職員に
係る基準等を定める条例の一部を改正
する条例の制定について  

議案第１８号  

流山市おおたかの森児童センターの設
置及び管理に関する条例の一部を改正
する条例の制定について  
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付託委員会名  議案番号  件          名  

教 育 福 祉 

委  員  会  

議案第１９号  

流山市生涯学習センターの設置及び管
理に関する条例及び流山市コミュニテ
ィプラザの設置及び管理に関する条例
の一部を改正する条例の制定について  

議案第２０号  

流山市流山スポーツフィールド及び東
部スポーツフィールドの設置及び管理
に関する条例の制定について  

市 民 経 済  

委 員 会  

議案第２１号  
令和７年度流山市国民健康保険特別会
計予算  

議案第２２号  
令和６年度流山市国民健康保険特別会
計補正予算（第３号）  

議案第２３号  
令和７年度流山市後期高齢者医療特別
会計予算  

議案第２４号  
令和６年度流山市後期高齢者医療特別
会計補正予算（第２号）  

議案第２５号  
流山市国民健康保険条例の一部を改正
する条例の制定について  

都 市 建 設  

委 員 会  

議案第２６号  
令和７年度流山市土地区画整理事業特
別会計予算  

議案第２７号  
令和６年度流山市土地区画整理事業特
別会計補正予算（第２号）  

議案第２８号  令和７年度流山市水道事業会計予算  

議案第２９号  令和７年度流山市下水道事業会計予算  

議案第３０号  
令和６年度流山市下水道事業会計補正
予算（第２号）  

議案第３１号  

流山市水道事業の布設工事監督者の配
置基準及び資格基準並びに水道技術管
理者の資格基準に関する条例の一部を
改正する条例の一部を改正する条例の
制定について  
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令和７年流山市議会第１回定例会日程表（第１号）  

 

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ０ 日  

午 前 １ ０ 時 開 議  

 

第１  会議録署名議員の指名  

 

第２  会期の決定  

 

第３  議案第  １  号  専決処分の承認を求めることについて（令和６年度

流山市一般会計補正予算（第７号））  

   議案第  ２  号  令和６年度流山市一般会計補正予算（第８号）  

   議案第  ３  号  令和７年度流山市一般会計予算  

   議案第  ４  号  令和６年度流山市一般会計補正予算（第９号）  

   議案第  ５  号  流山市附属機関に関する条例の一部を改正する条例

の制定について  

   議案第  ６  号  行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の改正に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について  

   議案第  ７  号  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について  

   議案第  ８  号  流山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について  

   議案第  ９  号  流山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について  

   議案第１０号  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について  

   議案第１１号  流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  
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   議案第１２号  特定事業契約の変更について（小山小学校校舎建設

等ＰＦＩ事業）  

   議案第１３号  令和７年度流山市介護保険特別会計予算  

   議案第１４号  令和６年度流山市介護保険特別会計補正予算（第３

号）  

   議案第１５号  流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  

   議案第１６号  流山市地域支え合い活動推進条例の一部を改正する

条例の制定について  

   議案第１７号  流山市地域包括支援センターの職員に係る基準等を

定める条例の一部を改正する条例の制定について  

   議案第１８号  流山市おおたかの森児童センターの設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定について  

   議案第１９号  流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条

例及び流山市コミュニティプラザの設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

   議案第２０号  流山市流山スポーツフィールド及び東部スポーツフ

ィールドの設置及び管理に関する条例の制定につ

いて  

   議案第２１号  令和７年度流山市国民健康保険特別会計予算  

   議案第２２号  令和６年度流山市国民健康保険特別会計補正予算  

（第３号）  

   議案第２３号  令和７年度流山市後期高齢者医療特別会計予算  

   議案第２４号  令和６年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）  

   議案第２５号  流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について  

   議案第２６号  令和７年度流山市土地区画整理事業特別会計予算  
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   議案第２７号  令和６年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予

算（第２号）  

   議案第２８号  令和７年度流山市水道事業会計予算  

   議案第２９号  令和７年度流山市下水道事業会計予算  

   議案第３０号  令和６年度流山市下水道事業会計補正予算（第２号） 

   議案第３１号  流山市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する

条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

の制定について  

（議案上程・提案理由説明）  

 

   報告第  １  号  専決処分の報告について  

（説  明）  

 

第４  議案第  １  号  専決処分の承認を求めることについて（令和６年度

流山市一般会計補正予算（第７号））  

   議案第  ２  号  令和６年度流山市一般会計補正予算（第８号）  

          （質疑・委員会付託）  

 

第５  休会の件  
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令和７年流山市議会第１回定例会 

 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

（２月２０日 先議案分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流 山 市 議 会 

  



別紙４ 

 

令和７年２月２０日  

 

流山市議会議長  坂巻  儀一  様  

 

総務委員長  中川  弘      

 

 

総 務 委 員 会 審 査 報 告 書 

令和７年流山市議会第１回定例会において、本委員会に付託された事件は、

審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第１１０条の規定により報告

します。  

記 

番 号 件 名 審査結果 備 考 

議 案 第 １ 号  

専決処分の承認を求めることについて（令

和６年度流山市一般会計補正予算（第７

号））  

  

議 案 第 ２ 号  
令和６年度流山市一般会計補正予算（第８

号）  
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 令和７年第１回定例会  
 

 

 

 

 一 般 質 問 通 告 書  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流 山 市 議 会 
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令和７年第１回定例会一般質問通告順 

日付 順番 議  員  名 会  派  名 頁 提出時間 

２ 

月 

２６ 

日 

１ 野 村   誠 公 明 党 １～２ １４日 ８時３０分 

２ 森 田 洋 一  ３～４ １４日 ８時３０分 

３ 阿 部 治 正  ５～６ １４日 ８時３０分 

４ 戸 辺   滋 公 明 党 ７～８ １４日 ８時３０分 

５ 渡 辺 仁 二 流 政 会 ９～１０ １４日 ８時３０分 

２ 

月 

２７ 

日 

６ 青 野   直 流 政 会 １１ １４日 ８時３０分 

７ 岡   明 彦 公 明 党 １２～１３ １４日 ８時３７分 

８ 中 川   弘 自由民主党 １４ １４日 ８時５０分 

９ 桑 畑 伴 子 公 明 党 １５～１６ １４日 ９時３６分 

１０ おだぎり たかし 日本共産党 １７ １４日 １１時０４分 

２ 

月 

２８ 

日 

１１ 高 橋 あきら 日本共産党 １８ １４日 １１時０４分 

１２ 植 田 和 子 日本共産党 １９ １４日 １１時０４分 

１３ 川 本 大 岳 流 政 会 ２０ １４日 １１時２３分 

１４ 清 水   大  ２１～２２ １４日 １１時５４分 

１５ 矢 口 輝 美  ２３～２４ １４日 １３時２０分 

３ 

月 

３ 

日 

１６ 鈴木 ゆうすけ  ２５ １４日 １３時２１分 

１７ 楠 山 栄 子  ２６ １４日 １３時５０分 

１８ う た 桜 子 流山みらい ２７～２８ １４日 １６時０９分 

１９ 笠 原 久 恵 流 政 会 ２９ １７日 １０時４０分 

      

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 



 

1 

通告番号１番 

 質問者１５番 野 村   誠 

質 問 事 項 要      旨 

１ 公共下水道の維持管

理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本市の防災対策につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和７年１月２８日に埼玉県八潮市の県道交差点で発生

した道路陥没事故については、流域下水道管の破損が起因

するものと報道されている。本市も千葉県が管理する流域

下水道を利用しており、八潮市と同様な事故が発生するこ

とも考えられる。国土交通省はこの事故を受け、各自治体

へ緊急点検を要請したがどのような指示がでたのか。 

（２）当局はこの事故を受けて緊急点検をし、その結果を市の

ホームページに発表しているが、どのような点検を行なっ

たのか。また今後の下水道維持管理の見通しについて併せ

て問う。 

 

（１）実効性のある個別避難計画を作成するために、愛知県岡

崎市や秋田県男鹿市で日常的に取り組んでいる「ひなんさ

んぽ」の取り組みを本市でも参考にして自治会等に推奨し

てはどうか。 

（２）昨年１１月に中央防災会議から、「令和６年能登半島地

震を踏まえた災害対応の在り方について（報告書）」が出

された。また、昨年１２月に改定された避難所の運営方針

で明記された「スフィア基準」について、本市のトイレ基

準の在り方や避難所の運営方針について以下のとおり問

う。 

ア スフィア基準に基づく避難所内の一人当たりのスペー

スを最低⒊５平方メートル畳２畳分とし段ボールベット

などが置ける広さの確保を目指す取り組みについての見

解を問う。 

イ 政府では被災地のニーズに応じてキッチンカーや仮設

トイレ、トイレカー、ランドリーカー等を迅速に提供する

ための事前登録制度の創設を検討している。本市において

も積極的な整備に取り組むべきと考えるがどうか。 
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３ 本市の保育士確保策

について 

 

 

 

 

 

４ 本市のＤＸ推進にお

ける書かない窓口導入

の進捗状況について 

（１）本市の保育園等における保育士の充足状況と、市が行な

う保育士確保の取り組みについて当局の見解を問う。 

（２）保育士資格を持たない保育補助者の配置や資格取得への

支援について、国の補助制度の活用状況はどうか。また、

これらを活用した積極的な支援の必要性について、当局の

見解を問う。 

 

（１）書かない窓口を導入することにより、市民にとっては利

便性が向上し、自治体にとっても、業務の効率化、業務の

適正化に繋がる。「書かない窓口」の導入に向けた進捗状

況について問う。 
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通告番号２番 

 質問者１９番 森 田 洋 一 

質 問 事 項 要      旨 

１ 教育行政と議会との

信頼関係再構築につい

て 

 

 

 

 

 

 

２ 上下水道事業におけ

るウォーターＰＰＰの

研究について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）公立幼稚園の廃園問題、学校給食費の値上等について、

情報が開示される直前まで、議会に事前の説明もなく、寝

耳に水の状態であった。まず、議論の遡上に何かをのせて

いくには、報告・連絡・相談といった初歩的な課題をクリ

アしなければならない。同じ失敗を繰り返さない、困った

らすぐに相談する、態度を改めたら当分は継続するなど、

子どもたちに教える内容を、教育委員会は態度で市民や議

会にも示すべきと考えるがどうか。 

 

（１）国は、上下水道事業の官民連携方式、ウォーターＰＰＰ

を推奨している。導入事例として紹介されている静岡県浜

松市は、以前から下水道最終処分場のコンセッション方式

を検討しており、研究段階から実施に至るまで長い年月を

要している。また、神奈川県三浦市は、コンセッション方

式導入の前に、民間事業者との包括委託契約を実施してお

り、導入へのお膳立てがすでにできていた。山口県宇部市

では、現在、コンセッション導入を前提とした実施計画を

策定中である。更に、令和６年度優良地方公営企業総務大

臣表彰を受けた茨城県守谷市は、その模範的な取り組みを

評価された。守谷市では、平成２４年にはすでに、公営企

業は、最小の経費で必要以上のことはしないといった考え

方のもと、上下水道組織のスリム化をはかっていた。この

ように、地域性、独自性、組織改革、経営の効率化といっ

たことを早期に着手した自治体が、現在になって他自治体

の模範事例になっていることが多い。本市においても、こ

のようなことを念頭に置いて、研究をスタートさせるべき

と考えるがどうか。 
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３ 観光施策における市

の役割について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）観光施策を検討、実施するにあたり、まず市の果たすべ

き役割を整理することが大切である。市はハード整備をす

ればよいという考え方は、ある種の逃げにすぎない。公益

的な見地から、民間事業者やＮＰＯ法人の事業とのすみ分

けをはじめ、長期的な戦略を立てることが重要と考えるが

どうか。 

（２）現状、第三セクターの流山ツーリズムデザインに指定管

理や運営業務委託、イベント実施を任せすぎているため、

企業サイドの能力の限界を越えている。従来期待している

新機軸の事業を実施して、地元を活性化させるというミッ

ションを完遂することは過度な期待である。従って、人材

が揃っているか、どこまでの業務を任せられるかを含め、

第三セクターの果たすべきミッションを再検討する必要

があると考えるがどうか。 

（３）観光の分野では、「多くの人に賛同を得られたからやっ

てみる」、「他の事例をそのまま導入する」といったことは、

新しい方向性を示す妨げとなる可能性が高い。前例がない

こと、独自性といったものが重要と考えるがどうか。 

（４）市場の分析、社会の動向、トレンドとなっている観光商

品・街を実際に歩いて肌感覚で情報を収集するといった定

型業務ではないことを実施し、自由な発想を活かすといっ

た職場風土の醸成が大切と考えるがどうか。 
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通告番号３番 

 質問者２０番 阿 部 治 正 

質 問 事 項 要      旨 

１ 子どもの権利の擁護

の施策、権利侵害への

対応策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国連が１９８９年に採択した「子どもの権利条約」を受

けて多くの自治体で子どもの権利に関する条例が制定さ

れた。また２０２３年４月に施行された「子ども基本法」

を受けて、子どもの権利の実効性のある保障などが新たな

課題とされている。そこで、流山市が現在取り組んでいる

子どもの権利保障やその救済のための施策づくりについ

て問う。 

ア 流山市はこれまで子どもの権利の保障や子どもを権利

侵害から守るための施策にどう取り組んできたか。 

イ 流山市が、子どもの権利の擁護を趣旨とした条例をつく

る場合、理念条例にとどまらせず実効性を確保するための

事業として、どのようなものを考えるか。松本市の「ここ

ろの鈴」や小金井市の「子どもオンブズパーソン」などの

事業は参考にし得ると考えるがどうか。 

ウ 子どもの権利を擁護する施策や事業が実施されると、子

どもの権利侵害の当事者として多く取りざたされる傾向

がある学校や教育委員会の姿勢が改めて問われることに

なる。他市の事例でも、学校や教育委員会の対応が問われ

たり調査の対象とされるケースがある。教育現場での取り

組みの充実をどのように考えるか。 

エ 子どもに対する権利侵害が個々の家庭の中で起きる場

合も、問題解決には固有の困難が生じる。児童相談所など

が取り組んできた分野だが、市が独自に相談・救済事業を

行うとすれば、どのように取り組むのか。 
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２ ふるさと納税制度の

取り組みについて 

 

 

 

 

 

（１）２００８年に国がふるさと納税制度を施行した。流山市

もこの制度を実施し、各種の基金も設立して運用してい

る。しかし、この制度は、発足当初から多くの疑問が提起

され、その後も様々な問題を生み出している。そこで以下

の点を問う。 

ア 流山市がふるさと納税制度を利用し始めて以降、寄付の

流入額と流出額、その割合はどのように推移しているか。

地方交付税による流出超過の穴埋めはどのように推移し

ているか。 

イ ふるさと納税で得た寄付金の各基金での運用状況はど

のようになっているか。 

ウ ふるさと納税制度には、制度施行当時から指摘されてい

たものも含めて、以下のような深刻な問題がある。自治体

が国の主導する制度に追随しがちになり、自治体独自の創

意工夫の機会や意欲が奪われる。返礼品として選ばれる商

品と選ばれない商品との産地間、あるいは同じ地域内でも

業者間の不公平が生じる。返礼品の価値を寄付額の３割以

下とするルールが設けられたが、３割でも高価すぎるとの

声がある。所得税や住民税の支払いこそが行政サービスを

支えているという応答関係が攪乱され、流入超過・流出超

過を問わず納税意識や行政実務に悪影響が生じる。寄付金

収入は本来的に不安定性をまぬかれず、それが住民サービ

スの不安定性に直結する。ポータルサイトに税が流れる構

造を生んでいる。所得税などからの控除額は上限２割だと

しても、高額所得者はより多くの寄付が可能なので有利と

なり、所得税などの累進制度も形骸化させる。税の流出超

過分の７５％までを地方交付税で補填する仕組みは、そも

そも地方交付税の趣旨に反している。総じて、ふるさと納

税制度は税制、行政、住民意識にモラルハザードを生じさ

せざるを得ない。以上の問題点について、当局はどのよう

に考えるか。 
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通告番号４番 

 質問者１３番 戸 辺   滋 

質 問 事 項 要      旨 

１ 救急隊員の負担軽減

策について 

 

 

 

 

 

 

 

２ 住宅確保要配慮者へ

の支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）近年、多くの自治体において、救急隊が長時間にわたり

消防署に戻れない場合を想定し、水分補給やトイレ利用す

ることを目的にコンビニエンスストア等に立ち寄ること

を許可し、市民等にも立ち寄ることへの理解を促す周知活

動がなされている。このような取り組みは、救急出動件数

が増加の一途を辿る中で、隊員の負担軽減に資するものと

考えることから、本市においても早急に実施すべきと考え

るが、当局の見解を問う。 

 

（１）近年の高齢者をはじめとする単身世帯の増加や、持ち家

率の低下等を背景に、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入

居需要が高まると推測されている。その対策として、住宅

確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法

律等の一部を改正する法律案が令和６年３月８日に閣議

決定され、今秋に施行される予定となっている。本市にお

いても、賃貸住宅への入居希望者の更なる増加が見込まれ

るものと捉えることから、以下２点について、当局の見解

を問う。 

 ア 同法改正の意義及び本市における諸課題について、当局

はどのように捉えているのか。 

 イ 今般の改正では、住宅部局と福祉部局等が連携した、地

域の居住支援体制の強化が明記されており、各市区町村に

おける居住支援協議会の設置が努力義務となっているが、

本市における関係機関等の連携強化については、どのよう

に考えているのか。 

（２）本年４月１日施行予定の生活困窮者自立支援法等の一部

を改正する法律においても、居住支援の強化のための措置

が新たに盛り込まれたが、同法改正の意義及び本市におけ

る諸課題について、当局はどのように捉えているのか。 
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３ 応急給水活動につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）大規模災害等で断水となった際、市民に飲用可能な水を

供給できる一つの方策として、市内各小中学校や公共施設

に応急給水栓の導入を求めてきたが、応急給水栓を使用し

た給水活動に関し、以下２点について問う。 

 ア 令和６年第４回定例会の市政に関する一般質問の中で、

応急給水栓の使用に関し、誰でも使用できるようマニュア

ルを作成した旨の答弁があったが、断水時の給水拠点の開

設方法や給水活動中に問題が発生した際の対応について、

当局はどのように考えているのか。また、供給水量の把握

について、どのような方策を考えているのか。 

 イ 市民が主体となる応急給水活動を想定しているのであ

れば、市内各小中学校が応急給水拠点であることを更に周

知する必要があるものと考える。そこで、令和２年第１回

定例会の市政に関する一般質問でも提案したが、小中学校

の校門付近等に応急給水拠点であることを示す案内サイ

ンを設置することや、流山市総合防災訓練の中で応急給水

栓を活用した訓練を実施すべきと考えるがどうか。 
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通告番号５番 

 質問者９番 渡 辺 仁 二 

質 問 事 項 要      旨 

１ 消防団の活動につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 本市の歴史文化財の

活用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）以前、流山市内の全消防団員に対してアンケートを行っ

た結果、操法大会を辞めたいという声が多かった。その結

果を受けての対応と今後について、以下３点を問う。 

ア 令和５年第１回定例会の市政に関する一般質問で要望

したアンケート調査の定期実施について、市は実施をした

のか。 

イ 操法大会について、分団長会議では、どのような意見が

あったのか。 

ウ 今後、市はアンケート結果を受けてどのように対応して

いくのか。 

（２）外国人居住者からの入団に関する問い合わせはあるの

か。また、どのように対応をしているのか。 

 

（１）文化庁は、「文化財」の保存と活用を推進するためのハ

ンドブックを公開しており、文化財の長期的な修繕計画の

立案などをきっかけとした長期的な目線での文化財保全

に必要な経費の算定を踏まえてどのように収益を上げ、文

化財の維持・保存に回すかの戦略の検討を推奨している。

本市は先人から寄付をいただいた大切な文化施設がある

が、この保存と活用の相乗効果について、以下の点を問う。 

ア 秋元家住宅土蔵について、修繕費は総額どの程度かかる

想定なのか。今後の維持管理について長期的な修繕計画を

立案し、修繕に貢献できる収益事業は実施できるのか。 

イ 一茶双樹記念館について、修繕費は総額どの程度かかる

想定なのか。今後の維持管理について長期的な修繕計画を

立案し、修繕に貢献できる収益事業は実施できるのか。 
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３ 本市のツーリズム政

策について 

 

（２）公民連携手法の活用について、以下の点を問う。 

ア 令和４年第２回定例会及び同年第３回定例会の市政に

関する一般質問では、指定管理者制度において、自主事業

の奨励や利益率の上限についての答弁があった。民間のノ

ウハウを活用して文化施設活用の費用対効果をあげるた

めには、利益率の上限の撤廃は必須だと考えるが、実施す

る予定はあるのか。 

イ 指定管理者が自主事業で収益を上げやすくする利用料

金制を実施してみてはどうか。 

ウ 令和６年第１回定例会の市政に関する一般質問では、コ

ンセッション方式の導入を提案した。文化施設の保存と活

用の相乗効果に挑戦したい民間がいるのであれば導入す

べきと考える。先日、職員を対象に開催された国土交通省

職員によるスモールコンセッションの勉強会の内容を踏

まえて、当局の見解を問う。 

 

（１）流山本町について、令和４年第４回定例会の市政に関す

る一般質問では、流山本町における３つのエリアビジョン

を提案したところ、本市の観光推進事業の計画に反映いた

だいた。これに基づき以下３点を問う。 

ア 流山本町の地域資源や歴史的景観を生かしたツーリズ

ム環境の整備による街歩き空間の創出に向けて、国の補助

金である都市構造再編集中支援事業を活用し、令和２年度

から令和６年度の５か年で行った当該地域のツーリズム

環境整備の進捗について問う。 

イ 地域住民のメリットを考えれば、安心安全な道路整備が

最も重要である。エリアビジョンにも掲げたウォーカブル

なまちの実現にむけて、景観及び回遊性を考慮した道路整

備が重要と考えるがどうか。 

ウ 本市は子育てしやすいまちとして全国に名をはせつつ

ある。流山本町らしい子育て支援施設を設置してはどう

か。 

（２）旧割烹新川屋本館の活用について、現状と課題を問う。 
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通告番号６番 

 質問者２７番 青 野   直 

質 問 事 項 要      旨 

１ 教育行政の充実につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 公益社団法人流山市

シルバー人材センター

について 

 

 

 

３ 交通安全対策の充実

について 

 

 

 

 

４ （通称）飛地山の土

地利用について 

 

 

 

５ 流山本町の公共交通

について 

（１）小中学校の教育機関における学校指導の課題をどのよう

に捉えているか。また、令和７年度への指導の取り組み姿

勢を問う。 

（２）生涯学習をはじめ、青少年の健全育成、文化芸術、スポ

ーツの振興等の課題をどのように捉えているか。また、令

和７年度への取り組み姿勢を問う。 

（３）学校給食について、現状の運営状況はどうか。また、流

山市米穀商組合との協議・連携等は考えているのか、今後

の運営への取組姿勢を問う。 

 

（１）国において、体力面で不安を抱える高齢者が働き続けら

れるための支援を検討されているが、本市での高齢者就労

支援の実態はどうか。健康を維持する上からも働き続けた

いと希望する流山市シルバー人材センター会員の期待に

応える施策を検討すべきと考えるがどうか。 

 

（１）本市でも第１１次千葉県交通安全計画に基づき高齢者の

交通安全対策、自転車の安全利用対策、危険で悪質な運転

者への対策、横断歩道における歩行者保護対策などを推進

している。安全で安心な交通安全対策の更なる充実につい

て問う。 

 

（１）平和台１丁目の（通称）飛地山の土地開発について、周

辺の住民をはじめ、地権者との間での協議が円満に進んで

いると仄聞している。協議の内容と今後の土地利用につい

て問う。 

 

（１）これまで、地域組織である流山本町公共交通導入に伴う

検討委員会と協議を重ね、先進市の視察等も実施をされた

が、今後についての合意点や課題等について問う。 

（２）白みりんミュージアムの利活用に向けて、流山本町への

公共交通の充実は欠かせない課題と考える。このことにつ

いて、流山本町公共交通導入に伴う検討委員会と協議が必

要と考えるが、当局の見解を問う。 
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通告番号７番 

 質問者１０番 岡   明 彦 

質 問 事 項 要      旨 

１ 本市の予防接種につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＳＤＧｓ債の発行並

びに資金運用における

投資について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 防災・減災について 

 

 

 

 

 

 

 

（１）皮膚に痛みやかゆみを伴う発疹が帯状に現れる帯状疱疹

は中高年に多く発症する。帯状疱疹のワクチンについて厚

生労働省の専門部会は、原則６５歳の人と経過措置として

７０歳から５歳刻みの年齢の人を対象に２０２５年４月

から定期接種化する方針を了承した。公明党はワクチンの

有用性を踏まえ、希望する高齢者が一人でも多く接種を受

けられるよう、各自治体で助成を推進するとともに、国会

質問でも一貫して定期接種化を強く主張してきた。そこ

で、本市において定期接種化に向けた体制の構築について

の現状と課題について問う。 

 

（１）国連が掲げる２０３０年までの持続可能な開発目標の達

成を目指し、環境問題や社会的な課題を解決するための資

金調達手段としてＳＤＧｓ債の発行が全国の自治体や企

業などに広がっている。また、複数の自治体が共同で発行

できる仕組みが設けられ、活用する自治体の裾野も広がっ

ている。同時に、環境改善や社会貢献に寄与する事業を資

金使途とするＳＤＧｓ債への投資を行うことで持続可能

な社会の形成に寄与し、社会的使命・役割を果たすととも

に、購入の際には投資表明を行い、対外的に公表する自治

体も増えている。これらを踏まえ、本市においても実施す

べきと考えるが、以下２点について問う。 

 ア ＳＤＧｓ債等の発行について、当局の見解を問う。 

 イ 環境改善や社会貢献に寄与する事業を資金使途とする

債権投資について、当局の見解を問う。 

 

（１）本市において全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の伝

達訓練等が実施されている。また、災害時において速やか

に避難指示等の災害情報を報道機関に一斉に配信し、迅速

かつ効率的に市民に伝達するシステム（Ｌアラート）も活

用している。そこで、災害時の本市の通信手段の確保につ

いて、実際の通信機材の配備状況、本市の情報収集や共有

の体制、また、市民への情報提供の体制について現状と課

題について問う。 
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４ シェアサイクルにつ

いて 

（２）国土交通省におけるハザードマップのユニバーサルデザ

インに関する検討会では、障害の特性に応じたハザードマ

ップの作成に取り組んでいる市区町村は多くないと現状

把握され、課題として、視覚に障害を有する方に対して、

紙面のハザードマップによる情報提供には限界がある。ま

た、提供する手段は一様ではない。としている。熊本県や

石川県では「耳で聴くハザードマップ」を導入している。

本市においても積極的に活用すべきと考えるが、当局の見

解を問う。 

 

（１）街中の拠点に設置された自転車を利用したい人とシェア

できるシェアサイクルサービスが近隣市において実施さ

れている。レンタサイクルとの違いは、レンタサイクルは

基本的には元の場所に返却する必要があるのに対し、シェ

アサイクルは設置されている場所、すなわちシェアサイク

ルステーションであればどこでも返せることが出来る。松

戸市では１５４か所、船橋市では１３７か所に設置されて

いる。このシェアサイクルのメリットとしては、３０分ま

でなら１３０円と料金が安いこと、アプリで簡単に利用で

きること、環境に配慮できること、行政が設置場所の提供

をすれば、事業者が設置費用等を負担することが挙げられ

る。柏市でも令和７年２月５日からシェアサイクルの利用

を開始し、市内公共施設等５８か所に設置。今後も設置場

所の拡大を目指す方針だ。東部地域においては南柏駅利用

者も多く、市民からは利用したいとの声がある。それらを

踏まえ、本市においてもシェアサイクル導入に取り組むべ

きと考えるが、当局の見解を問う。 
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通告番号８番 

質問者２４番 中 川   弘 

質 問 事 項 要      旨 

１ 議会・市民に対する

説明責任とリスク管理

について市長に問う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）流山市自治基本条例第９条において市及び議会は、市政

に関し、市民等に積極的に説明する責任を負うとともに、

市民等の説明の求めに対して速やかに、かつ、誠実に説明

する責任を負います。と説明責任について定めているが、

近年その説明が不十分な事例が見られることから、以下に

ついて市長に問う。 

 ア 市長は自治基本条例に定める説明責任についてどのよ

うに解釈しているのか。 

 イ 近年、市の説明不足と思われる事案が複数生じていると

認識しているが、市長は十分な説明を行ってきたと認識し

ているのか。 

 ウ 説明を行うタイミングは早すぎても、遅すぎても問題と

なることが多い。リスク管理の観点から議会・市民への説

明タイミングについてどのように考えているのか。 
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通告番号９番 

質問者７番 桑 畑 伴 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 不登校対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和５年度の全国の不登校児童生徒数は約３４万６千人

と、１１年連続で増加している。そのなかで学校内外の機

関等で専門的な相談や指導等を受けていない児童生徒数

が１３万４千人、そのうち９０日以上欠席している児童生

徒数が６万７千人といずれも過去最多となった。これらを

踏まえ、以下６点を問う。 

 ア 不登校の未然防止の取り組みとして、保護者への相談体

制や支援に関する周知方法は、どのようになされているの

か。また、課題についてどのように捉えているのか。 

 イ 不登校児童生徒への取り組みとして、本市ではフレンド

ステーションや、校内教育支援センター、オンライン授業

などを実施しているが、それらの取り組みについての現状

と課題について問う。 

 ウ 令和６年度から千葉県が始めたオンライン授業「エデュ

オプちば」についての事業内容の詳細及び本市については

どのような取り扱いになるのか。 

 エ 不登校対策としてのメタバースの取り組みについて現

状と課題について問う。 

 オ 民間のフリースクールとの連携はどのようにしている

のか。また、通わせたい、通いたくても経済的に厳しい児

童生徒のための支援について、当局の見解を問う。 

 カ 不登校にはカウントされていない児童生徒の現状と取

り組みについて、どのような工夫をされているのか。 
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２ ヤングケアラー支援

について 

 

 

 

 

（１）令和６年６月に「子ども子育て支援法等の一部を改正す

る法律」において子ども・若者育成支援推進法が改正され、

国や地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤン

グケアラーが明記された。ヤングケアラーは、年齢や成長

の度合いに見合わない過度な重責を強いられており、適切

な教育の機会が確保されず、進学や就職等に大きな影響を

受けることが懸念される。また、児童虐待とつながってい

るケースもあり、ネグレクトによる育児放棄で兄弟の食事

を作り面倒を見なければならない、精神的に相談すること

さえ考えられない状況になっている場合もある。国は早期

発見、現状把握のために実態調査を行い、その結果に基づ

く支援策として、ヤングケアラーの早期把握、相談支援、

家事育児支援、介護サービスの提供を打ち出した。それら

を踏まえ、本市においての取り組みについて以下４点を問

う。 

 ア 令和４年度から令和６年度までの３年間を、国はヤング

ケアラー認知度向上の「集中取組期間」としていたが、本

市では認知度向上と啓発活動について、どのように取り組

まれたのか。その効果と課題について問う。 

 イ 千葉県で行ったヤングケアラーの実態調査におけるア

ンケートでは、「家族のお世話をしている人がいる」と回

答したのは、小学６年生が１４．６％、中学２年生が 

１３．６％、高校２年生が１０．５％という結果となって

いる。本市におけるヤングケアラーの実態について問う。 

 ウ ヤングケアラーの置かれている状況は様々であるが、状

況にあった支援をするためには、ヤングケアラーだけでな

く家族への支援も必要である。本市のヤングケアラー等に

対する支援は、これまでどのような取り組みをされ、実際

にどのような支援に繋がったケースがあるのか。 

 エ ヤングケアラーは早期発見が非常に重要であり。そのた

めの気軽に相談できる体制や見守りの体制が必要と捉え

る。相談者のニーズに幅広く対応するため、我孫子市では

公式ＬＩＮＥに子ども子育て相談窓口を設けている。ま

た、ヤングケアラーコーディネーターを配置する自治体も

増えている。本市においてもこのような取り組みを実施し

てはどうか。 
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通告番号１０番 

 質問者２６番 おだぎり たかし 

質 問 事 項 要      旨 

１ 地域防災力の向上に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域経済対策につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 行財政運営について 

（１）地域防災力の向上について問う。 

 ア 災害発生時、行政で繰り返される「想定外」という言い

訳や事前準備の不足を可能な限り減らし、被害や混乱を低

減し、かつ災害関連死を可能な限りゼロにするためにも、

震度７を想定した被害想定を行うべきと考えるがどうか。

また避難者の仮設住宅を早期に着手するために、どのよう

な準備をしているのか。 

 イ 令和６年度までの取り組みや到達の見える化を図り、自

宅待機者や自主避難者への支援等の見える化を図るべき

と考えるがどうか。 

 ウ 内閣府（防災担当）の「自治体向けの避難所に関する取

組指針・ガイドライン」改訂（２０２４年１２月）をうけ、

本市の取り組みにどのように充実・強化を図るのか。また、

公的備蓄対象の拡大・充実をはじめ、トイレ対策、福祉避

難所、本市業務継続計画（ＢＣＰ）等に大きな課題を感じ

ているが、令和７年度を含め３年間の総合計画実施計画

上、どのような点を強化し、どの程度、課題解消ができる

のか。 

 

（１）働く人の賃金を抜本的に引き上げる取り組みについて問

う。 

 ア 国や経済界への取り組みをさらに促進するために、地方

行政を預かる市長としてどのような取り組みが必要と捉

えているのか。 

 イ 市職員のうち会計年度任用職員における更なる時給引

き上げはもとより、特に業務委託や指定管理など市の公共

サービスを担う民間事業者の従事者にむけた実効性ある

賃上げ政策について問う。 

 ウ 市内事業者における従業員への賃上げを抑制するかの

ような本市の法人市民税法人割の超過課税の賦課につい

て、少なくとも資本金１，０００万円未満の中小零細企業

は課税標準に引き下げ、労賃等の改善を誘導すべきと考え

るがどうか。 

（２）物価高騰が続く中で、市内商工業や農業への支援が必要

と考えるがどうか。 

 

（１）市民からの信頼を高める行財政運営を図る視点から旧割

烹新川屋本館の活用方針について問う。 
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通告番号１１番 

 質問者１１番 高 橋 あきら 

質 問 事 項 要      旨 

１ 市長の政治姿勢につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育行政について 

 

 

 

 

 

３ 保健施策の充実につ

いて 

 

 

４ 東部地域の交通安全

対策について 

 

 

 

 

（１）広島・長崎への原爆投下から８０年を迎え、核戦争の脅

威に世界が直面する中、「核兵器のない世界」の実現に向

けて運動してきた日本原水爆被害者団体協議会（被団協）

のノーベル平和賞受賞について平和都市宣言をしている

本市の見解を問う。 

（２）核兵器禁止条約の第３回締約国会議に日本政府がオブザ

ーバー参加するよう、本市としても国に働きかけるべきと

考えるがどうか。 

 

（１）学校給食費の無償化が現在３割の自治体に広がり、全国

的な流れとなっている。本市の学校給食費の値上げ案は撤

回すべきと考えるがどうか。 

（２）就学援助の拡充や学童保育料の減免の充実について問

う。 

 

（１）８０歳までに３人に１人が発症するという帯状疱疹に対

し、厚生労働省は４月から定期接種を実施する。本市とし

ても助成制度を導入すべきと考えるがどうか。 

 

（１）東部中学校の生徒が通学している十字路（名都借９２０

地先）やＴ字路（名都借９１２地先）の交差点の安全対策

について問う。 

（２）八木南団地から富士見橋間の市道２３７号線の歩道の安

全対策について問う。 
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通告番号１２番 

 質問者１７番 植 田 和 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ ジェンダー平等社会

の推進について 

 

 

 

２ 投票所について 

 

 

 

 

３ 教育行政について 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本市は「流山市多様性を尊重する社会の推進に関する条

例」を制定しているが、現在、多様性を否定するかのよう

な事案が海外から聞かれている。本市がこの条例に込めた

意味とは何か。また、目指す社会とは何か、改めて問う。 

 

（１）誰もが安心して投票できる投票所の環境整備等について

問う。 

（２）「期日前投票所を増やしてほしい。」と訴える市民の声が

あるが、この声にどう応えるのか。 

 

（１）学校校舎等の計画的な老朽化対策について問う。 

（２）北部中学校の技術室と武道場の熱中症対策について問

う。 

（３）市内小中学校における職場体験のキャリア教育について

問う。 
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通告番号１３番 

質問者６番 川 本 大 岳 

質 問 事 項 要      旨 

１ 電動キックボードの

運営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 流山市安心メールの

配信終了とＳＮＳ等に

よる今後の情報提供サ

ービスについて 

 

 

（１）電動キックボードのシェアリングサービスについて、本

市ホームページによると、令和４年３月１日にＢＲＪ株式

会社と「電動キックボードを活用した観光まちづくりに関

する連携協定」を締結し、令和５年７月１日の改正道路交

通法の施行にあわせ、流山セントラルパーク駅から流山市

役所や流山本町への二次交通の手段として走行エリアを

拡大した、とある。また、今後、市内に走行可能エリアを

拡大していく予定とあり、令和６年１１月２２日には南流

山駅前公園（南口ロータリー）にもポートが設置され、市

民から様々な声が上がっている。また、報道によると、株

式会社流山ツーリズムデザインが事務局を務める流山ス

モールモビリティ推進プラットフォームは、観光周遊の二

次交通をサポートする次世代スモールモビリティの仕組

みである、「流山Ｍｏｂｂｙ‘ｓ（モビーズ）」の構築に向

け、小型モビリティ（電動キックボード）シェアリングサ

ービス「ＴＯＣＫＬＥ（トックル）」の提供を千葉県で初

めて地域独自パッケージを使った実証実験として開始す

る、とある。そこで、以下を問う。 

 ア 流山市とＢＲＪ株式会社及び株式会社流山ツーリズムデ

ザインは、それぞれどのように役割分担しているのか。 

 イ 本サービスで提供されている電動キックボードの安全性

について、本市はどのように認識しているか。 

 ウ ポートの設置場所について、どのような場所に設置して

いく方針か。また、ポートの設置について、これまでどの

ような声を聞いているか。 

 エ 市民への情報発信をどのように行ってきたのか。また今

後どのように情報発信を行っていくつもりか。 

 

（１）流山市安心メールが３月末で配信終了となるが、流山市

ＬＩＮＥ公式アカウントとみどりのメールの登録や情報

配信の状況はどうか。 

（２）流山市ＬＩＮＥ公式アカウント以外に本市が運営してい

るＳＮＳの活用状況について 

 ア 令和６年度に新たに立ち上げたコンテンツはどのような

ものがあるか。 

 イ ＳＮＳを積極的に活用している取組事例について、市民

から好評を受けているのはどのようなものがあるか。 
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通告番号１４番 

 質問者４番 清 水   大 

質 問 事 項 要      旨 

１ 本市の農業について 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（１）２０２５年４月１日から食糧供給困難事態対策法が施行

される。農林水産省のホームページにはこの法律に関して

「近年、世界的な食料需給の変化と生産の不安定化によ

り、食料供給が大幅に減少するリスクが高まる中、食料供

給が減少し、国民生活・国民経済に影響が生じる事態を防

止するため、平時からの対応に始まり、必要な対策を政府

一体となって早期から措置を行う」とあり、政府も危機感

を募らせていることが伺える。そこで以下３点を問う。 

 ア この法律に関して、市民から当局への問い合わせ件数は

どの程度あったか。 

 イ この法律の施行が本市の農業従事者もしくは本市の農

業に与える影響をどのように考えるか。 

 ウ この法律の施行を受けて本市が取り組めることは何と

考えるか。 

（２）今年１月１１日、「食糧と農業の危機」というテーマで

東京大学大学院教授鈴木宣弘先生の講演会が市内で開か

れた。先生が話されていた内容に大変な危機感を覚えた。

そこで以下３点を問う。 

 ア 講演を聞いて当局はどのような感想をもったか。 

 イ 日本の農家の平均年齢は６８歳との事でかなりの高齢

と言える。本市の農業従事者の平均年齢は何歳なのか。 

 ウ 農業従事者の高齢化を受けて、農家の後継問題で本市が

取り組んでいる事例またはこれから取り組もうとしてい

ることはないか。 
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２ 本市の公園について 

 

（１）昨年行われた議会報告会で市民の方から、東深井地区で

小規模宅地開発が続発しており、公園が不足するのではな

いかとのご指摘を頂いた。そこで以下３点を問う。 

 ア 当該エリアの宅地開発による人口流入により、当該エリ

アの一人当たりの公園面積はどの程度変化する見通しな

のか。 

 イ アの数値は市内平均と比べてどうか。 

 ウ 一人当たりの公園面積について、市の目標値と現状の乖

離はどの程度なのか。 

（２）総合運動公園のローラースポーツ広場について、市民の

方から「スケーターがもう少し楽しめる設備を整えてほし

い」との要望があった。そこで以下４点を問う。 

 ア ローラースポーツ広場を設計するにあたって、ローラー

スポーツ競技者や愛好者の意見を取り入れたのか。 

 イ 他自治体にもローラースポーツを楽しめる施設が多く

存在するが、そういった場所を視察するなど、事前の情報

収集は積極的に行ったのか。 

 ウ 本市のローラースポーツ競技者及び愛好者の人数はど

の程度なのか。 

 エ 総合運動公園のローラースポーツ広場の年間利用者数

はどの程度か。他の施設と比較して稼働率はどうか。 
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通告番号１５番 

 質問者５番 矢 口 輝 美 

質 問 事 項 要      旨 

１ 子どもの意見聴取に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 要支援児童の受け入

れ体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和５年１２月に閣議決定された「こども大綱」では、

こども・若者が権利の主体であることを明示し、こども施

策の基本的な方針の１つとしてこどもの意見聴取と施策

への反映について、「こどもや若者、子育て当事者の視点

を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めて

いく」こととしている。また、こども施策を推進するため

に必要な事項としても、「こども・若者の社会参画・意見

反映」を据え、こども・若者とともに社会をつくるという

認識の下で、意見表明の機会づくりや意見を持つための

様々な支援を行い、実効性のある社会参画・意見反映を進

めていく必要があるとしている。そこで、令和５年度に開

催された流山市こども会議の報告会で出された具体的な

提案について、市の課題と照らし合わせて実際に反映出来

たものはあるか。また、今後、子どもの意見を聴取するに

あたり、各担当課はどのように反映させていくのか。全庁

を挙げて子どもの意見を聴取することに対する理解を進

め、どんな仕組みで子どもの意見を反映していくのかを問

う。 

 

（１）今年度、市内の保育園に通う要配慮児童に対して、軽度

の児童に対しては１人１０万円、重度の児童に対しては１

人１５万円を施設に交付する施策がスタートし、現時点で

５００名を超える児童に対して支出されている。本施策に

より要配慮児童の受け入れ態勢が拡充され、保育の質の向

上が期待されていると考えるが、当局はどのように捉えて

いるのか。 

（２）（１）の施策により、未就学児童の受給者証取得が増加

されることで、今後、小学校での要配慮児童も増加するこ

とになる。これらに対応するため、小中学校での特別支援

学級整備を更に進める必要があると考える。特別支援学級

の整備計画、特に量と質に関する中期計画の策定を検討す

べきと考えるがどうか。 

（３）保育園等での要配慮児童の受け入れがスタートし、今後

は特別支援学級の取り組みに対して期待が高まると考え

られる。文部科学省では、令和４年６月２７日に特別支援

教育に関わる教師の専門性向上に向けた方策として採用

後１０年以内に特別支援教育を複数年経験すること、校内

研修、交換授業、ＯＪＴの推進、また管理職の任用にあた

り、特別支援教育の経験を考慮、学校経営方針等に特別支

援教育に関する目標を設定し、校内体制を整備するとあ

る。流山市の特別支援学級での学びの保障について、今後

どのように取り組んでいくのか。 



 

24 

３ 利根運河を中心とし

た観光施策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 各事業の適切なＫＰ

Ｉの設定について 

（１）利根運河に関する新しいエリアビジョンの策定の必要性

について以下を問う。 

 ア これまでの利根運河におけるまちづくりの現状や実績、

課題と今後の方向性について問う。 

 イ 現状、旧割烹新川屋本館活用のプランが白紙になり、売

却も視野に入れている今、改めてエリアビジョンを策定す

べきと考える。その前提として観光客の動線、広域連携の

観点を踏まえ、以下の３つの項目の検討が必要となるが当

局の見解を問う。 

 （ア）東武野田線運河駅ギャラリーの再生、観光案内所の設

置 

 （イ）利根運河を衛生的な観光地にするためのトイレの設置 

 （ウ）野田市、柏市、流山市の３市での連携した事業の必要

性 

（２）おおたかの森とは違う表情の流山を楽しむことができ

る、西深井地区の文化財の活用は、運河駅を中心とした周

遊や交流人口を増やすために必須である。西深井地区の文

化財の調査と散策のプランについてどのように考えるの

か。 

 

（１）現在、地方創生２．０において、適切なＫＰＩの設定が

求められており、令和２年３月に出された「地方創生事業

実施のためのガイドライン」によると、地方創生関係交付

金事業におけるＫＰＩの設定のポイントとして、事業の成

果・進捗を測るため、以下の３つの視点が示されている。

視点１として、「客観的な成果」を表す指標であること、

視点２として、事業との「直接性」のある効果を表す指標

であること、視点３として「妥当な水準」の目標が定めら

れていることが掲げられている。一方、市の計画に着目す

ると、現在、策定が進められている流山市第５次男女共同

参画プラン（案）の概要を見ると、指標と事業とが直接的

に繋がっていないものが多い。国のガイドラインのＫＰＩ

設定ポイントを基準とし、各事業を下記の観点から再検討

すべきと考えるがどうか。 

 ア 基本目標の数値を達成できるように、上位目標の達成に

つながることが直感的に理解できる副指標を設定すべき

ではないか。 

 イ 事業内容が漠然としている。具体性を持たせることで、

客観的指標、事業との直接性のある指標が設定可能と考え

るがどうか。 

 ウ 随時の成果・進捗管理に適したＫＰＩであるか定期的な

見直しが必要と考えるがどうか。 
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通告番号１６番 

 質問者２番 鈴木 ゆうすけ 

質 問 事 項 要      旨 

１ 流山市のいじめ対策

と対応について 

（１）現在流山市の公立校で行われている、いじめの早期発見

のための取り組みとして、心の天気やいじめアンケートが

ある。周囲の目から表面上では気づけない生徒の隠れた悩

みや不安を発見するために、これらのツールを最大限活用

し生徒の学校不適応感を可能な限り早く察知し対応する

ことが重要であると思われる。しかし学校側も教員の多忙

化や教員不足が全国的な問題になっており、限りある人員

と時間で子どもたちの安心安全な環境を維持するために、

いじめ問題などの緊急度が高いと考えられるものについ

てはその対応方法を含め課題整理と改善を進め、場合によ

っては抜本的改革が必要であると考える。以上を踏まえ以

下を問う。 

 ア ケースによってはいじめが人権侵害、または被害児童が

不登校になってしまった場合には学ぶ権利の侵害にもな

ってしまうという点からも、教育行政機関だけの課題とせ

ず流山市全体としていじめや暴力に対して毅然と対応す

ることを表明し啓発するなどしていく必要があると考え

るがどうか。 

 イ いじめの早期発見のためのアンケートとツールの使い

方や情報の共有範囲に再検討の余地があると思われるが

どうか。 

（２）いじめ重大事態の対応について、「流山市いじめ重大事

態に関する調査報告書の公表方針」が示されるなど新たな

動きがみられる。これを踏まえ流山市のいじめ重大事態へ

の今後の対応方法や取り組み方針について問う。 

 ア 令和５年２月１７日に市教育委員会より通達された「い

じめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底

について」の周知徹底と、また警察が仲介によりどのよう

な展開が想定されるかなどの説明も必要と思われるがど

うか。 
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通告番号１７番 

 質問者２２番 楠 山 栄 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 市民活動の推進につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市民活動の現状と課題について問う。市民活動推進セン

ターへの登録団体数は増えているのか。また、補助金事業

への応募団体数はどうか。今後の課題はどうか。 

（２）流山市民活動団体公益事業補助金制度における提出書類

及び報告手続きについて、簡略化を求める声が多い。改善

の余地はまだまだあると考えるがどうか。 

（３）市民団体の声は定期的に取りまとめるべきと考えるがど

うか。 

（４）流山市民活動団体公益事業補助金制度における対象経費

について、令和２年度流山市協働まちづくり提案調整会議

の「市民活動の推進に関する提言書」では「公益事業の実

施に伴って生じる実質的な経費を認めていないために団

体が負担を強いられている面がある」と指摘している。こ

の指摘は市民団体にとって切実なものである。市民団体の

費用負担を軽減し、現行制度の経費見直しを図ってはどう

か。 

（５）公益事業補助金対象期間終了後も市民活動が継続できる

よう、市はフォロー体制をとっているのか。担当部署の市

民活動への理解を深め、共感を浸透させる必要があると考

えるがどうか。 

（６）本市は、井崎市長の掲げる「市民の知恵と力が活きるま

ちづくり」を目指す中、本市の市民活動はとても活発であ

ると認識する。一方、時代とともに、市民活動の姿は変化

すると考える。今後求める市民活動をどのように考える

か、当局の見解を問う。 
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 通告番号１８番 

 質問者３番 う た 桜 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 新型コロナウイルス

ワクチン事業を振り返

って 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）厚生労働省は、昨年末に臨時接種期間が終わった新型コ

ロナウイルスワクチンの廃棄数は約２億４千万回分で、そ

の廃棄分は概算で約６，６５３億円に上ったことを明らか

にしたが、流山市における新型コロナウイルスワクチンの

廃棄数とその購入・管理・廃棄等にかかった分の総額はい

くらか。 

（２）高知大学医学部の佐野特任教授らの論文によると、新型

コロナウイルスワクチン接種後に帯状疱疹や湿疹の患者

が増加したことから、患部の皮膚を採取、縦切りにして汗

腺を検査したところ、新型コロナウイルスワクチンの 

ｍＲＮＡ由来のタンパク質（スパイクタンパク）が検出さ

れたことが明らかになっている。この論文により、帯状疱

疹が、新型コロナウイルスワクチンの副反応の一つである

事が決定的になったと考えられる。流山市の皮膚科から

は、新型コロナウイルスワクチン接種後に帯状疱疹患者数

が増加しているなどの声は上がっていないか。 

（３）５年で廃棄が予定されている新型コロナウイルスワクチ

ン予診票の数はどのくらいか。また、最初の廃棄予定日は

いつか。 

（４）予防接種法施行規則第３条では、予防接種に関する記録

を５年間保存することが定められている。他の自治体にお

いては、新型コロナウイルスワクチンとの因果関係の有無

に関わらず、接種当日に亡くなった方から翌日、２日後、

３日後に亡くなった方のロット番号が開示請求によって

開示される動きが始まっているが、流山市では開示できる

か。 
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２ 温暖化防止対策及び

廃棄物行政のあり方に

ついて 

 

（１）流山市はゼロカーボンシティを表明し、２０５０年まで

にＣＯ２の実質排出ゼロを目指しているが、それを踏ま

え、以下を問う。 

 ア 流山市の人口約２１万人が排出するＣＯ２を吸収する

のに、必要な森林緑地の面積は、およそ何ヘクタールと見

積もっているか。 

 イ 余程の森林緑地がない限り、ＣＯ２実質排出ゼロは無理

があると考えるが、２０５０年までに可能となる根拠は何

か。 

 ウ そもそも温暖化の原因はＣＯ２以外にも多くあると考

えるが、当局の見解はどうか。あるとすれば、他にどんな

要素があると考えるか。また、その対策はどのように考え

ているか。 

（２）昨年４月に事業系廃棄物の制度変更があり、令和６年９

月時点（４月から９月まで）の速報値によると、燃やすゴ

ミは前年の同期間と比べ約３００トン減り、粗大ゴミは前

年との増減率が約８２％減、燃やさないゴミは、約８３％

減と大幅に減った。それを踏まえ、以下を問う。 

 ア 事業系廃棄物として運送されることになったゴミはど

こに行くか把握しているか。 

 イ 事業系廃棄物の制度変更は、ゼロカーボン施策の一環

か。 

 



 

29 

通告番号１９番 

 質問者１８番 笠 原 久 恵 

質 問 事 項 要      旨 

１ 要配慮児童の就学前

と入学後の準備などの

相談体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 帯状疱疹ワクチン接

種について 

 

 

 

 

 

 

 

３ 東部地区の地域子育

て支援拠点について 

 

 

４ 昨年１０月１日に設

置したよりそいサポー

トセンターについて 

（１）要配慮児童の就学前と入学後の準備などの相談体制につ

いて問う。 

 ア 要配慮児がいるご家族は、小学校入学前は児童発達支援

事業所による療育を受けている場合が多いが、仕事をしな

がら自分の子どもに合う事業所を探すのに大変苦労して

いる。事業所を探しやすくするための対応と周知方法は、

現在どのようにしているのか。 

 イ 相談支援専門員をつけても、欲しい情報を得ることがで

きないとの声があるがどうか。また、放課後等デイサービ

スに入れるのかとの不安の声を聞いているが当局は把握

しているか。 

 ウ 小学校入学前の相談は具体的にどのようにしたら良い

のか。 

 

（１）令和７年４月より国の措置による６５歳以上の方の自己

負担が軽減される帯状疱疹ワクチン接種について問う。 

 ア 帯状疱疹ワクチン接種について、多くの他自治体では一

部助成金を出している。５０歳から６４歳のワクチン接種

について本市も一部助成をしてはどうか。 

 イ 帯状疱疹にかかった後の後遺症が大変辛いと聞いてい

るが、どのような症状か把握しているか。また、ワクチン

接種後の後遺症発症についてはどうか。 

 

（１）東部地区の地域子育て支援拠点について問う。 

 ア 現在、設置に向けての進捗はどうか。 

 イ 運営内容はどのようなものを目指しているのか。 

 

（１）昨年１０月１日に設置したよりそいサポートセンターに

ついて問う。 

 ア 周知方法はどのようにしているのか。 

 イ 現在の相談件数、相談内容はどうか。 
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陳 情 第 ３ 号  

政 党 機 関 紙 の 庁 舎 内 勧 誘 行 為 に お け る 庁 舎 管 理 規 則 の 徹 底 を 求

め る 陳 情 書  

 

（ 陳 情 理 由 ）  

全 国 市 区 町 村 の 庁 舎 内 で 、 政 党 機 関 紙 の 勧 誘 （ 営 業 ）・ 配 達 ・

集 金 が 無 許 可 で 行 わ れ て い る こ と が 問 題 と な っ て お り 、 そ の 是 正

の た め に 、 地 方 議 会 ７ ５ か 所 で 庁 舎 内 に お け る 勧 誘 ・ 配 達 ・ 集 金

の 実 態 調 査 及 び 自 粛 を 求 め る 陳 情 が 採 択 さ れ 、 改 善 さ れ て お り ま

す 。（ 資 料 １ ）  

「 庁 舎 内 も 勧 誘 行 為 に 伴 い 、 職 員 が 心 理 的 圧 力 を 感 じ て い る か ど

う か 」 を 行 政 が 実 態 調 査 を 実 施 し た 事 例 が ３ ０ 以 上 に の ぼ り ま

す 。 調 査 結 果 に よ る と 、 勧 誘 さ れ た 際 に 「 購 読 し な け れ ば な ら な

い と い う 圧 力 を 感 じ た 」 と 答 え た 職 員 の 割 合 が 、 少 な い 自 治 体 で

も ３ 割 （ ３ 人 に １ 人 ） に の ぼ っ て い ま す 。 ま た 、 職 員 の 自 由 記 述

を 求 め た 自 治 体 の ア ン ケ ー ト 結 果 も ぜ ひ ご 確 認 く だ さ い 。 陳 情 審

議 や 職 員 ア ン ケ ー ト の 具 体 的 な 実 施 が な け れ ば 、 こ の よ う な 職 員

の 声 が 行 政 や 議 員 に 届 く こ と は あ り ま せ ん で し た 。 実 態 調 査 を し

て い な い 自 治 体 で は 、 そ の 多 く で 「 行 政 と し て は 、 職 員 か ら 具 体

的 な 相 談 が な い の で 、 対 処 し な い 」 と し て 、 機 関 紙 購 読 圧 力 に 伴

う 職 員 の 苦 痛 は 「 な か っ た こ と 」 に さ れ 続 け て い る の で す 。（ 資

料 ２ ）  

 一 連 の 調 査 で 明 ら か に な っ た 事 は 、 勧 誘 や 役 職 者 が 新 規 で 任 命

さ れ る ３ 月 末 に 集 中 し て い る こ と で す 。 令 和 ７ 年 も ３ 月 期 に 、 議

員 か ら 職 員 へ の 心 理 的 圧 力 が か け ら れ る 懸 念 が あ り 、 そ れ が 心 配

で 、 再 度 陳 情 を 出 す こ と に し ま し た 。  

 さ ら に 象 徴 的 な の が 宇 都 宮 市 の 事 例 で す 。 宇 都 宮 市 議 会 議 員 は

「 政 党 機 関 紙 の 勧 誘 ・ 配 達 ・ 集 金 の 中 で 、 勧 誘 行 為 は 一 切 や っ て

い な い 」 と 強 く 主 張 し て い ま し た が 、 市 が 管 理 職 以 上 の 職 員  

２ ２ ８ 名 に ア ン ケ ー ト を 実 施 し て み る と 、 勧 誘 さ れ た 職 員 が  

１ １ ０ 人 で 、 勧 誘 時 に 心 理 的 圧 力 を 感 じ た 職 員 が ５ ０ ％ （ ５ ５

人 ） に の ぼ っ た こ と を 受 け 、 議 会 で 正 式 に 謝 罪 し ま し た 。 こ こ で



い う 心 理 的 圧 力 は 、 よ り 具 体 的 に は 、「（ 断 る と ） 今 後 の 業 務 に 支

障 が で る か も し れ な い と 感 じ た 」 こ と を 指 し ま す （ 職 員 回 答 の  

８ ６ ． ８ ％ ）。 市 議 会 と し て も 、 市 議 に よ る 機 関 紙 勧 誘 に 事 実 上

の パ ワ ハ ラ が 伴 っ て い た 実 態 を 重 く 受 け 止 め 、 同 市 議 の 謝 罪 文

（ 以 下 の 文 言 ） を 市 議 会 報 （ 令 和 ６ 年 １ ０ 月 発 行 ） に 掲 載 。 市 民

に 説 明 責 任 を 果 た し ま し た 。（ 資 料 ３ ）  

 千 葉 県 内 の 調 査 に お い て は 、 千 葉 市 で 令 和 ２ 年 に 「 政 党 機 関 紙

の 購 読 勧 誘 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 」 が 行 わ れ 、 ６ ９ ％ （ ３ ７ ７

人 ） の 職 員 が 心 理 的 な 圧 力 を 感 じ た と の 実 態 が 明 ら か に な っ て お

り 、 令 和 ６ 年 ６ 月 議 会 で は 「 再 調 査 に よ っ て 実 態 を 確 認 す る 陳

情 」 が 採 択 さ れ て お り ま す 。  

 さ ら に 令 和 ６ 年 以 降 で は 、 大 網 白 里 市 、 四 街 道 市 、 東 金 市 、 香

取 市 、 で は 採 択 を 受 け 、 管 理 職 へ の ア ン ケ ー ト を 通 じ て 実 態 調 査

を 実 施 し 、 ま た 市 民 か ら の 要 望 書 を 受 け て 、 我 孫 子 市 で も 調 査 が

行 わ れ て お り 、 千 葉 県 内 で は す で に ７ 件 の 実 態 調 査 が お こ な わ

れ 、 心 理 的 圧 力 （ い わ ゆ る 強 要 ） の 実 態 が 報 告 さ れ て い ま す 。 さ

ら に 、 パ ワ ハ ラ 全 般 の 調 査 を す る 中 で 政 党 機 関 紙 の 強 要 が 発 覚 し

た 事 例 が あ り ま す 。 陳 情 採 択 さ れ た 四 街 道 市 や 銚 子 市 か ら は 、

「 政 党 機 関 紙 の 勧 誘 は 庁 舎 管 理 規 則 で は 禁 止 事 項 で あ り 、 許 可 証

が 必 要 な 行 為 で あ る 」 と し た 回 答 も 頂 き ま し た 。  

 そ こ で 「 県 民 の 会 」 で は 、 そ れ ら を 全 て 情 報 公 開 し て ま と め た

資 料 集 を 作 り ま し た の で 、 添 付 し て あ り ま す の で 、 ご 参 考 に し て

く だ さ い 。（ 資 料 ４ ）  

 ２ ０ ２ ０ 年 ６ 月 に パ ワ ハ ラ 防 止 法 （ 改 正 労 働 施 策 総 合 推 進 法 ）

が 施 行 さ れ 、 地 方 公 務 員 が 保 護 の 対 象 と な り ま し た 。 自 治 体 と し

て 「 パ ワ ハ ラ 防 止 条 例 」 を 制 定 し た 事 例 も ８ ５ に の ぼ り ま す 。 流

山 市 議 会 に お い て は 、 職 員 か ら 相 談 が な い か ら と い っ て 問 題 を 放

置 す る の で は な く 、 仮 に 今 す ぐ 調 査 す る 意 思 が な い の で あ れ ば 、

以 下 の ２ 項 目 を 、 庁 舎 内 規 則 を 遵 守 す る 観 点 、 及 び パ ワ ハ ラ か ら

職 員 を 守 る と い う 観 点 で 強 く 要 望 い た し ま す 。  

  

 

 



（ 陳 情 項 目 ）  

１  庁 舎 内 に お い て 物 品 販 売 や 勧 誘 等 の 行 為 を す る 場 合 は 、 庁

舎 管 理 規 則 に よ り 、 あ ら か じ め 施 設 管 理 者 の 許 可 を 得 る 必 要

が あ り 、 政 党 機 関 紙 の 勧 誘 行 為 に つ い て も 同 様 に 許 可 が 必 要

で あ る こ と を 、 明 確 に 確 認 を お 願 い い た し ま す 。 許 可 を 得 ず

と も 勧 誘 行 為 が 見 過 ご さ れ て き た 実 態 が あ れ ば 、 定 め ら れ た

規 則 の 順 守 や 、 ハ ラ ス メ ン ト 問 題 へ の 厳 格 な 対 応 が 求 め ら れ

て い る こ と を 鑑 み 、 今 年 か ら 改 め て く だ さ い 。  

２  「 政 党 機 関 紙 の 勧 誘 行 為 」 に つ い て 、 仮 に 議 員 か ら の 許 可

証 の 申 請 が あ り 、 行 政 が 同 勧 誘 行 為 の 許 可 不 許 可 の 判 断 す る

際 は 、「 政 党 機 関 紙 の 勧 誘 行 為 に 伴 う 職 員 の 声 （ 心 理 的 圧 力

の 有 無 ）」 を ア ン ケ ー ト 等 を 通 し て 収 集 し 、 判 断 材 料 と し て

く だ さ い 。  

 

令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日  

 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ●  

流 山 市 議 会 議 長  坂 巻  儀 一   

 





























陳 情 第 ４ 号  

流 山 市 特 別 職 の 職 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 改 正 に 関 す

る 陳 情 書  

 

（ 陳 情 要 旨 ）  

野 田 市 に お い て は 令 和 ３ 年 に 常 勤 の 特 別 職 の 地 域 手 当 を 廃 止 し

ま し た 。 流 山 市 に お い て も 特 別 職 の 地 域 手 当 を 廃 止 す る よ う 条 例

改 正 を 行 っ て く だ さ い 。  

 

（ 陳 情 項 目 ）  

１  流 山 市 特 別 職 の 職 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 の

地 域 手 当 を 削 除 す る 。  

特 別 職 の 職 員 に 支 給 す る 給 与 は 、 給 料 、 地 域 手 当 お よ び 期

末 手 当 と す る  

→ 特 別 職 の 職 員 に 支 給 す る 給 与 は 、 給 料 、 及 び 期 末 手 当 と

す る  

 

令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日  

 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ●  

 

流 山 市 議 会 議 長  坂 巻  儀 一   

 



陳 情 第 ５ 号  

議 会 選 出 監 査 委 員 廃 止 に つ い て の 陳 情 書  

 

（ 陳 情 要 旨 ）  

平 成 ２ ９ 年 度 地 方 自 治 法 の 改 正 に よ り 監 査 の 専 門 性 を 高 め る

為 、 監 査 制 度 が 見 直 さ れ 議 員 の 中 か ら の 監 査 委 員 の 選 任 に つ い て

は 、 各 自 治 体 が 判 断 す る こ と に な り ま し た 。  

こ の こ と に つ い て 流 山 市 議 会 で も 検 討 す る 事 を 要 望 し ま す 。  

 

（ 陳 情 項 目 ）  

１  議 会 の 監 査 は よ り 専 門 性 の あ る 人 材 に ゆ だ ね 、 議 会 は 議 会

と し て の 監 査 機 能 に 特 化 す る た め 議 会 提 出 の 監 査 委 員 を 選 任

し な い こ と を 議 会 運 営 委 員 会 等 で 議 論 し て く だ さ い 。  

２  議 会 の 監 査 は よ り 専 門 性 の あ る 人 材 に ゆ だ ね 、 議 会 は 議 会

と し て の 監 査 機 能 に 特 化 す る た め 議 会 提 出 の 監 査 委 員 を 選 任

し な い こ と を 条 例 で 制 定 し て 下 さ い 。  

 

令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日  

 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ●  

 

流 山 市 議 会 議 長  坂 巻  儀 一   

 



陳 情 第 ６ 号  

「 請 願 書 ・ 陳 情 書 の 手 引 き 」 の 一 部 改 正 に 関 す る 陳 情 書  

 

（ 陳 情 要 旨 ）  

流 山 市 の 「 請 願 書 ・ 陳 情 書 の 手 引 き 」 に よ り ま す と 、 委 員 会 へ

の 資 料 配 付 を 陳 情 者 （ 請 願 者 ） に よ る 提 出 と な っ て ま す が 、 わ ざ

わ ざ 提 出 す る 為 に 市 議 会 へ 行 く の も 時 間 が か か り 、 メ ー ル な ど の

送 付 が 便 利 で す 。 印 刷 は わ ず か ９ 部 で あ り 経 費 も か か り ま せ ん 。

ま た 障 碍 者 な ど へ の 合 理 的 配 慮 を 考 え ま す と 、 １ 部 提 出 後 、 事 務

局 で 印 刷 す る の が 適 切 と 考 え ま す 。  

 

（ 陳 情 項 目 ）  

１  「 請 願 書 ・ 陳 情 書 の 手 引 き 」 の 審 査 資 料 を 委 員 に 配 付 し た

い 場 合 は 、 ９ 部 を 議 会 事 務 局 へ 提 出 を 、 １ 部 に 変 更 し て く だ

さ い 。  

 

令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日  

 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ●  

 

流 山 市 議 会 議 長  坂 巻  儀 一   

 



陳 情 第 ７ 号  

流 山 市 内 の １ ８ 歳 ま で の 医 療 費 窓 口 負 担 撤 廃 を 求 め る 陳 情 書  

 

（ 陳 情 趣 旨 ）  

子 育 て の 大 き な 不 安 の 一 つ に 、 子 ど も の 病 気 が あ り ま す 。 抵 抗

力 が 弱 い 子 ど も は 病 気 に か か り や す く 、 ま た 集 団 生 活 に お け る 感

染 、 兄 弟 間 で の 感 染 も 頻 発 し ま す 。 病 気 の 早 期 発 見 ・ 早 期 治 療 を

支 え 、 す べ て の 子 ど も の 健 や か な 成 長 を 保 障 す る た め に 医 療 費 の

心 配 を な く す こ と は 重 要 で す 。  

令 和 ５ 年 流 山 市 議 会 第 ４ 回 定 例 会 に お い て 、「 子 ど も の 医 療 費

助 成 制 度 に 対 す る 国 へ の 意 見 書 の 提 出 等 を 求 め る 陳 情 書 」 第 1 項

を 採 択 し 、 流 山 市 議 会 と し て 「 子 ど も の 医 療 費 助 成 制 度 に 対 す る

財 政 負 担 を 求 め る 意 見 書 」 を 国 会 及 び 内 閣 に 提 出 し て い た だ い た

こ と に 心 か ら 敬 意 を 表 し ま す 。  

流 山 市 で は 、 行 政 ・ 市 議 会 ・ 市 民 に よ る 共 同 し た 取 り 組 み の

下 、 子 ど も 医 療 費 助 成 制 度 の 対 象 年 齢 を 順 次 拡 大 し 、 現 在 は 高 校

卒 業 ま で と な っ て い ま す 。 一 方 、 各 自 治 体 で 取 り 組 み 内 容 を 比 較

す る と 、 窓 口 で の 一 部 負 担 の 有 無 な ど 自 治 体 間 で 格 差 が 生 じ て い

ま す 。  

一 部 負 担 は た と え 少 額 で あ っ て も 、 受 診 す る 度 に 費 用 負 担 が 生

じ 、 子 ど も が 多 い 家 庭 ほ ど 家 計 の 負 担 感 は 否 め ま せ ん 。 ど こ で 生

ま れ 、 ど こ に 住 ん で い て も 、 す べ て の 子 ど も た ち に お 金 の 心 配 な

く 必 要 な 医 療 が 保 障 さ れ る こ と を 願 い 、 下 記 事 項 の 実 現 を 求 め ま

す 。  

 

（ 陳 情 項 目 ）  

１  流山 市 内 の 子 ど も医 療 費 窓 口 一 部負 担 金 を 撤 廃 して く だ さ い 。 

 

２ ０ ２ ５ 年 ２ 月 ７ 日  

 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ● ● ●  

 

流 山 市 議 会 議 長  坂 巻  儀 一   



陳 情 第 ８ 号  

「 流 山 市 自 治 基 本 条 例 （ 第 ７ 条 、 第 ８ 条 ）」 に 基 づ き 、 流 山 市 議

会 だ よ り を よ り 市 民 の 身 近 な 存 在 と す る 為 、 一 層 の 周 知 と 、 配 付

方 法 の 拡 充 を 求 め る 陳 情 書  

 

（ 陳 情 要 旨 ）  

流 山 市 で は 従 来 よ り 、 複 数 の 部 署 よ り 広 報 紙 が 発 行 さ れ て い ま

す 。 広 報 な が れ や ま の 他 、 流 山 市 議 会 だ よ り が 、 定 例 会 後 に 定 期

発 行 さ れ て い ま す 。 市 発 行 の 広 報 紙 は 、 主 と し て 広 告 代 理 店 を 通

じ 新 聞 朝 刊 へ の 手 配 を 行 い 、 市 民 に 向 け 情 報 を 発 信 し て い ま し

た 。 他 の 配 付 方 法 と し て 、 公 共 施 設 及 び 鉄 道 駅 改 札 近 く に ラ ッ ク

を 用 意 し 配 架 し て い ま し た 。 近 年 で は 、 朝 刊 購 読 世 帯 の 急 激 な 減

少 を 認 識 し 、 市 内 商 業 施 設 で の 配 架 を 実 施 し て い ま す 。  

ま た 、 市 役 所 市 民 課 窓 口 で は 、 転 入 届 を 提 出 し た 市 民 に Ａ ４ サ

イ ズ の 案 内 「 広 報 な が れ や ま を 気 軽 に 読 も う 」 を 渡 し て い ま す 。

（ 別 紙 参 照 ）  

流 山 市 が 発 行 す る 、 複 数 の 広 報 紙 、 ま た 選 挙 時 の 選 挙 公 報 も 、

商 業 施 設 で の 配 架 を 対 応 す る 一 方 で 、 何 故 か 市 議 会 だ よ り だ け

は 、 現 在 ま で 、 対 応 し て い ま せ ん で し た 。  

 

（ 陳 情 理 由 ）  

 流 山 市 議 会 に お か れ て は 、 日 頃 よ り 、 市 民 の 代 表 、 代 弁 者 の 立

場 か ら 、 執 行 部 と よ り 良 い 市 政 を 目 指 し 議 論 を 重 ね 意 思 決 定 を 行

っ て き た 事 に 敬 意 を 申 し 上 げ ま す 。 以 下 陳 情 理 由 と な り ま す 。  

 流 山 市 自 治 基 本 条 例 の 中 で 、 第 ７ 条 で は 知 る 権 利 が 、 第 ８ 条 で

は 情 報 共 有 が 明 記 さ れ て い ま す 。 各 条 文 を 挙 げ ま す 。  

第 ７ 条  市 民 等 は 、 市 及 び 議 会 が 保 有 す る 情 報 を 知 る 権 利 を 有 し

て い ま す 。  

第 ８ 条  市 及 び 議 会 が 保 有 す る 情 報 は 、 市 民 等 と の 共 有 物 で あ っ

て 、 市 及 び 議 会 は 、 こ れ を 適 正 に 管 理 し 、 公 正 か つ 公 平 に

提 供 す る も の と し ま す 。  

 流 山 市 自 治 基 本 条 例 の 条 文 に は 、 流 山 市 議 会 だ よ り に つ い て の

記 述 は 有 り ま せ ん が 、「 知 る 権 利 」 と 「 情 報 の 共 有 」 を 前 提 と す

れ ば 、 市 議 会 に と っ て は 重 要 な 役 割 を 持 つ と 言 え ま す 。 流 山 市 議



会 が 、 市 民 に 対 し て 「 知 る 権 利 」 と 「 情 報 の 共 有 」 に 応 え る べ き

で あ り 、 そ の 為 に も 、 流 山 市 議 会 だ よ り の 一 層 の 周 知 と 配 付 方 法

の 拡 充 を 求 め る 次 第 で す 。  

 

（ 陳 情 事 項 ）  

１  定 例 会 後 に 定 期 発 行 さ れ て い る 流 山 市 議 会 だ よ り に つ い

て 、 他 の 広 報 紙 同 様 、 市 内 商 業 施 設 に 配 架 す る こ と 。  

２  広 報 な が れ や ま に 倣 い 、 流 山 市 議 会 だ よ り の 案 内 を 作 成

し 、 市 民 課 窓 口 等 で 転 入 者 に 渡 し 、 流 山 市 議 会 だ よ り の 一 層

の 周 知 を 図 る こ と 。  

 

２ ０ ２ ５ 年 ２ 月 ７ 日  

 

陳 情 者  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

● ● ● ● ●  

 

流 山 市 議 会 議 長  坂 巻  儀 一   
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 令和７年流山市議会第１回定例会提出請願・陳情文書表 
 

令 和 ７ 年  月  日 

受理番号 受理年月日 件名 要旨 
請願・陳情者 
住所・氏名 

紹介議員 付託委員会 

陳 情 第 １ 号 
１月１４日 
（郵送） 

市民と共に「いじめ」「自殺」「児
童虐待」「犯罪」等を減らす取り
組みについての陳情書 

１ 市が、地域の「治安の状態」を数値化し、
図表を作り、市のホームページや機関誌等
で公表し、市民と共有してください。 

２ その数値の目標と実施計画を立て、公表
し、市民と協力して実施してください。 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●● 

 参考配付 

陳 情 第 ２ 号 
１月１４日 
（郵送） 

議会の審議において、どの議員
が、どの議案に「賛成」「反対」
「棄権」したかが分かるような図
をつくり、自治体のホームページ
で公開することに関する陳情書 

議会の審議において、どの議員が、どの議
案に「賛成」「反対」「棄権」したかが分かる
ような図をつくり、自治体のホームページで
公開してください。 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●● 

 参考配付 

陳 情 第 ３ 号 ２月４日 
政党機関紙の庁舎内勧誘行為に
おける庁舎管理規則の徹底を求
める陳情書 

１ 庁舎内において政党機関紙の勧誘行為
を行う場合は、庁舎管理規則により、あら
かじめ施設管理者の許可を得る必要があ
ることを確認いただき、許可を得ずに勧誘
行為が見過ごされてきた実態があれば今
年から改めてください。 

２ 「政党機関紙の勧誘行為」について、仮
に議員からの許可証の申請があり、行政が
同勧誘行為の許可不許可の判断をする際
は、「政党機関紙の勧誘行為に伴う職員の
声（心理的圧力の有無）」をアンケート等
を通して収集し、判断材料としてくださ
い。 

●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●● 

  

陳 情 第 ４ 号 ２月７日 
流山市特別職の職員の給与及び
旅費に関する条例の改正に関す
る陳情書 

流山市特別職の職員の地域手当を廃止す
るよう条例改正を行ってください。 

●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●● 
●●●●● 

  

陳 情 第 ５ 号 ２月７日 
議会選出監査委員廃止について
の陳情書 

１ 議会提出の監査委員を選任しないこと
を議会運営委員会等で議論してください。 

２ 議会提出の監査委員を選任しないこと
を条例で制定してください。 

●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●● 
●●●●● 

  

陳 情 第 ６ 号 ２月７日 
「請願書・陳情書の手引き」の一
部改正に関する陳情書 

「請願書・陳情書の手引き」の審査資料を委
員に配付したい場合は、９部を議会事務局へ
提出を、１部に変更してください。 

●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●● 
●●●●● 

  

陳 情 第 ７ 号 ２月７日 
流山市内の１８歳までの医療費
窓口負担撤廃を求める陳情書 

流山市内の子ども医療費窓口一部負担金
を撤廃してください。 

●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●● 

  

陳 情 第 ８ 号 ２月７日 

「流山市自治基本条例（第７条、 
第８条）」に基づき、流山市議会
だよりをより市民の身近な存在
とする為、一層の周知と、配付方
法の拡充を求める陳情書 

１ 定例会後に定期発行されている流山市
議会だよりについて、他の広報紙同様、市
内商業施設に配架してください。 

２ 広報ながれやまに倣い、流山市議会だよ
りの案内を作成し、市民課窓口等で転入者
に渡し、流山市議会だよりの一層の周知を
図ってください。 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●● 

  



消防力の整備強化と防災対策の充実を求める意見書  

 

 能登半島地震から１年と数カ月が過ぎた。昨年夏の豪雨災害と複合的

災害に見舞われた地域では、地元自治体だけでの復旧・復興はできず、

国の継続的支援が必要不可欠である。また今後発生しかねない国内での

新たな自然災害への備えとしても、能登半島地震への対応を大いに教訓

化することが求められている。  

しかしながら、千葉県の消防施設整備計画実態調査（２０２２年度）

では、充足率は、消防はしご車９０．６％、化学消防車９１．８％、救

助工作車８３．６％となっており、現有台数に対する消防職員も８４．８

％に留まっている。また防災対策では、県指定避難所数２ ,３１１箇所・

想定収容人数１２５万４ ,４６１人（発災時）に対し、飲料水、食料、毛

布の「備蓄ゼロ」の避難所は、６００から７００箇所もあり、備蓄量で

いっても食料等一人一日２食分、毛布等で５０％、飲料水は一人５００

ミリリットル２本分しかない。また県内指定避難所２ ,３１１箇所のうち、

女性用下着を備蓄している避難所は７箇所、生理用品の備蓄避難所は８７１

箇所、更衣室が確保されている避難所でも４割程度と大きな課題を残し

ている。  

そこで、以下の事を要望する。  

記  

１  国の整備指針を踏まえ、消防ポンプ車、はしご車等の整備や消防

職員の増員について引き続き推進すること。  

２  戸建住宅やマンションの耐震化に向けた施策をさらに推進するこ

と。  

３  県立高校における備蓄品の充足を図ること。また、医療機関、福

祉施設、学校など教育施設には発電機や燃料、飲料水等を市町村任

せにせず、速やかに配置できるよう連携を強化すること。  

kagoshima2848
フリーテキスト
別紙７



４  備蓄計画については１日３食を前提とし、離乳食・介護食など多

様な食品を備蓄すること。また防災用トイレの備蓄目標を引き上げ、

県としてトイレトレーラーを確保すること。  

５  すべての避難所に男女別更衣室や授乳室を確保するとともに、生

理用品や女性用下着の備蓄等、女性の視点からの防災対策の強化を

図ること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２５年  月  日  

 

千葉県知事       様  

千葉県流山市議会   



障害者福祉のさらなる増進を求める意見書  

 

 「第８次千葉県障害者計画」では、身体・知的・精神の障害者手帳保

持者は、２０１７年度２６万４ ,１２５人から２０２２年度２８万９ ,９１２

人へと増加した。なかでも精神障害者は約１．５倍、２万人を超えた。  

千葉県は、重度心身障害者（児）医療費助成制度を創設し、２０２０

年８月には精神障害者にも拡大してきた。しかし精神障害１級に限定さ

れ、全精神障害者の１４％しか対象になっていない。  

そこで以下の事を要望する。  

記  

１  医療費助成制度について、全ての障害者を対象とする制度創設を

国に求めること。また、国の制度ができるまでの間、県として対象

者の範囲を拡大すること。  

２  障害者の在宅生活を支える各スタッフの充足を図り、県独自に処

遇改善を図ること。  

３  入所施設については夜間 1 人勤務の是正など県独自に体制を強化

し、入所者・利用者の命と人権を守る研修を徹底すること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２５年  月  日  

 

千葉県知事       様  

千葉県流山市議会   
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児童相談所の体制強化等を求める意見書  

 

 いかなる事情があろうとも虐待は絶対に許されない。  

しかし千葉県内では、児童虐待で児童相談所に寄せられた相談件数が

この１０年間で、４千件台から９千件台へと２倍に増えている。２０２３

年度の虐待における加害者は実母５３％、実父３９％であり、被害児童

は３歳未満１９％、３歳から就学前２５％、小学生３３％、中学生１５％

となった。  

千葉県は、児童相談所の新設に加え、児童福祉司などの体制強化にあ

たってきた。また築５０年以上が経過した児童自立支援施設・生実学校

（千葉市中央区）も建て替え・長寿命化計画に着手している。  

しかしながら、児童相談所職員の時間外労働は月４５時間超で約４００

人、年間３６０時間超は約１００人（２０２３年度）にもなっている。

また２０２３年度、県児童相談所６カ所中５カ所で定員をオーバーして

いる。  

そこで、以下の事を要望する。  

記  

１  千葉県立児童相談所のさらなる増設や計画的な老朽化対策を早期

に行い、一時保護所や児童養護施設等の過密化解消を図ること。  

２  児童福祉司と児童心理司の更なる増員はもとより、専門職員が専

門性を充分に発揮できるよう一般事務職員を確保すること。  

３  児童相談所間や自治体、関連機関との連携を強化し、要保護児童

やその家庭への支援が途切れることのないようにすること。特に、

自傷行為や不良行為等を繰り返し、家庭復帰が困難な中卒児童に対

する受け入れ施設の早期設置と公的サポート体制のさらなる強化を

図ること。  

４  里親支援や児童養護施設等への支援やフォロー体制を千葉県とし

てもさらに強化するとともに、国へ財政措置の強化を求めること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２５年  月  日  

 

千葉県知事       様  

千葉県流山市議会   
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高額療養費制度の負担上限額引き上げの撤回を求める意見書  

 

 現在、当事者の声を聴かないまま、高額療養費制度における負担上限

額引き上げの検討が行われていることに、強く憂慮している。  

仮に負担額を引き上げられれば、がんをはじめとする命に関わる疾患

を患った患者とその家族にとっては、治療の中断もしくは断念も余儀な

くされかねない。命に係る重大問題である。  

よって高額療養費制度の負担上限額引き上げ案は撤回することを強く

要望する。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２５年  月  日  

 

衆議院議長       様  

参議院議長       様  

内閣総理大臣      様  

財務大臣        様  

厚生労働大臣      様  

 

千葉県流山市議会   
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適格請求書等保存方式（インボイス制度）の廃止を求める意見書  

 

 複数税率に対応した仕入税額控除の方式として令和５年１０月から開

始された適格請求書等保存方式（インボイス制度）において、消費税の

課税事業者が制度開始以前のように仕入税額控除を受けるには、取引先

から適格請求書（インボイス）等を発行してもらう必要があり、発行し

てもらえない場合は税負担増となる。そのため、年間売上額１，０００

万円以下の消費税免税事業者は、取引先からインボイスの発行を求めら

れることとなるが、インボイスの発行のために課税事業者になると消費

税の申告・納付が義務づけられるため、税と事務の負担を負うこととな

る。また、インボイスを発行できない免税事業者は、取引事業者からの

消費税相当の値下げ要求や取引排除を覚悟しなければいけない懸念が強

く指摘されてきた。   

施行から１年が経過したが、小規模事業者などからは、税負担増や減

収による経営状況悪化や、インボイスに係る経理事務の負担を訴える声

が噴出している。結果として、消費税納付のための借入れや廃業といっ

た声も上がっており、インボイス制度が事業活動や国民生活へもたらす

深刻な影響は決して看過できるものではない。令和５年９月には、当事

者らの声として、フリーランスや小規模事業者などで構成する民間団体

が中心となって集めたインボイス制度の反対署名約５４万筆が当時の岸

田文雄首相に手渡されている。  

消費税免税事業者は、個人事業主やフリーランス、個人タクシー運転

手、小規模農家など多岐に渡るが、これらの人々が廃業・引退すると、

仕入れ元の課税事業者や消費者にも影響が及び、多くの国民の不利益に

つながる。インボイス導入後の小規模事業者等の苦境や昨今の経営を取

り巻く環境、反対の訴えに鑑みれば、国の支援措置の拡充だけではもは

や不十分であり、小規模事業者等の経営の持続化や経済の活性化の重要

性を考えると、インボイス制度そのものを廃止することが最良の策であ

ると言わざるを得ない。   
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よって、国におかれては、中小企業・小規模事業者の事業存続や日本

経済振興、ひいては国民の生活を守るため、インボイス制度を廃止する

ことを強く要望する。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 令和７年  月  日  

 

衆議院議長       様  

参議院議長       様  

内閣総理大臣      様  

財務大臣        様  

経済産業大臣      様  

 

千葉県流山市議会   



選択的夫婦別姓制度を導入せず、旧姓の通称使用の法制化を求める意

見書  

 

 さきの衆議院議員総選挙において争点の一つであった選択的夫婦別姓

制度が、今国会において改めて議論され、制度の導入に関心が高まって

いるが、以下の２点により当該制度は導入すべきではないと考える。  

１点目は、国民の多数が現行の夫婦同姓制度の維持を望んでいるから

である。内閣府が令和４年３月に公表した調査によれば、選択的夫婦別

姓の導入に賛成した人が２８．９％である一方、夫婦同姓制度の維持に

賛成、つまり選択的夫婦別姓に反対した人が２７．０％、夫婦同姓制度

を維持しつつ旧姓の通称使用の法制化に賛成した人が４２．２％で合計

６９．２％となっている。そのため、まずは旧姓の通称使用の法制化を

優先して実現することで、夫婦同姓によって不利益・不便を抱える国民

を救済すべきと考える。  

２点目は、夫婦のアイデンティティーを重視する一方、子どものアイ

デンティティーや家族の一体感への配慮がなされていないからである。  

小中学生へのアンケート調査では、「自分の名字を大切にしたいので別々

の名字にしたい」が１３ .６％、「家族で同じ名字がよいので別々にはし

たくない」が５９ .９％と大きく上回っている。どちらかの親や兄弟と名

字か違うことになる可能性があり、子ども達の選択的夫婦別姓制度への

不安感が、アンケート結果に如実に反映されていると言える。  

よって、国におかれては、選択的夫婦別姓制度を導入することなく、

課題の解決に向けて下記の措置を講じられるよう要望する。  

記  

１  旧姓の通称使用を拡充する法制度を優先的に創設すること。  

２  選択的夫婦別姓制度に係る国民の見解・認識を正確に把握するこ

との重要性に鑑み、慎重に国民の真意を把握すること。  

３  選択的夫婦別姓制度が子どもに与える影響への研究・分析が不十

分なことから、専門家等による調査のための委員会を設置すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 令和７年  月  日  

 

衆議院議長       様  

参議院議長       様  

内閣総理大臣      様  

法務大臣        様  

 

千葉県流山市議会   
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改正例 

別紙８ 

写真・映画等の撮影及び録音等の許可申請書（本会議）  

 

令和   年   月   日   

 

 

流山市議会議長  坂巻  儀一  様  

 

申請者    住  所  

フリガナ 

氏  名  

電  話  

 

写真・映画等の撮影及び録音等の許可を受けたいので、下記のとおり

申請します。  

 

記  

 

１  期  日   令和   年   月   日  

 

午前          午前  
時   分～       時   分  

午後          午後  

 

２  内  容   （   ）写真（フラッシュの使用は御遠慮願います。）  

（   ）映画  

（   ）録音  

（   ）その他（                  ）  

 

３  目  的                             

                                 

                                 

                                 

※ＳＮＳ等で発信する際は、正確な情報発信としてください。  



議会広報広聴特別委員会の在り方に関する会派に所属しない議員へのヒアリング結果【令和6年11月・12月】

相手方 所管事項 無所属の議員を含めるべきか その他

A
・議会報告会の見直しを行うなど、精力的に
活動しており、議会広報広聴特別委員会のこ
とは同委員会で決めたい。

・無所属を含めた方が意思疎通や周知がしや
すい。

・（１期議員が多く、経験不足との指摘に対し）
１期議員でも十分に活動ができる。

B

・所管事項の見直しや特別委員会自体をなく
さないといけない理由がわからない。
・議会ＨＰについてはまだまだ議論が必要な
事項もあると思われる。

・１１人で遠慮なく議論できている。議論が紛
糾することもなく、会議をよくまとめられて
いると思う。

・議会広報広聴特別委員会には新規当選議員
を育てる役割があると思う。広報という取り
組みやすい内容であり、会議に慣れる場とし
て、適している。

Ｃ

・議運で議会広報広聴特別委員会の所管事
項を担うのは大変。簡単な業務ではない。
・議会報告会の見直しも試行錯誤の上、行っ
てきて、今回、定着しそうなスタイルにたどり
着いた。

・会派から１人と会派に所属しない議員から
選出されているので多様な意見が出せる。

Ｄ

・議員にとって広報広聴は市民とのつながり
であり、大切である。
・議会だよりの編集のみに所管を縮小させる
ことは時代に逆行する。

Ｅ

・現状維持とすべき。

Ｆ

・現状維持とすべき。
・課題感が分からない。

別紙４
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